
議
案
第
八
十
三
号

杉
並
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
三
十
日

提
出
者

杉
並
区
長

山

田

宏

杉
並
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

杉
並
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
杉
並
区
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
第
五
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
」
を
「
第
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
一
般
の
退
職
手
当
）

第
四
条
の
三

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
は
、
次
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
に
よ

り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
基
本
額
に
、
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
調
整
額

を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
普
通
退
職
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
退
職
手
当
の
額
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本
額
」
に
、
「
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
」

を
「
給
料
の
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
退
職
日
給
料
月
額
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
そ
の
者
の
退
職
の
日
に
お
け
る
給
料
月
額
」
を
「
退
職
日
給
料
月
額
」
に
、
「
当
該
給
料
月
額

に
五
十
を
」
を
「
そ
の
」
に
、
「
退
職
手
当
の
額
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本
額
」
に
改
め
る
。



第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
定
年
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
退
職
手
当
の
額
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本
額
」
に
、
「
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
」
を

「
退
職
日
給
料
月
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
者
の
退
職
の
日
に
お
け
る
給
料
月
額
」
を
「
退

職
日
給
料
月
額
」
に
、
「
当
該
給
料
月
額
に
五
十
九
・
二
を
」
を
「
そ
の
」
に
、
「
退
職
手
当
の
額
」
を

「
退
職
手
当
の
基
本
額
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
整
理
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
又
は
そ
の
」
を
「
、
又
は
そ
の
」
に
、
「
退
職
手
当
の
額
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本
額
」
に
、
「
退
職

の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
」
を
「
退
職
日
給
料
月
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
五
項
中

「
退
職
手
当
の
額
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本
額
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
の
見
出
し
中
「
退
職
手
当
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本
額
」
に
改
め
、
同
条
中
「
並
び
に
第

八
条
第
一
項
及
び
第
五
項
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
、

「
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
及
び
当
該
給
料
月
額
に
そ
の
者
に
係
る

定
年
と
退
職
の
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ
き
百
分
の
二

を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
」
」
を
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
表
を
加
え
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
七
条
及
び
第
八
条
第

退
職
日
給
料
月
額

退
職
日
給
料
月
額
及
び
退
職
日
給
料
月
額
に
そ

一
項

の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
の
属
す
る
会
計

年
度
の
末
日
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数

一
年
に
つ
き
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合



計
額

第
九
条
の
三
第
一
項
第

及
び
特
定
減
額
前
給
料

並
び
に
特
定
減
額
前
給
料
月
額
及
び
特
定
減
額

一
号

月
額

前
給
料
月
額
に
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の

日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
の
年
齢
と
の
差

に
相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ
き
百
分
の
二
を
乗

じ
て
得
た
額
の
合
計
額

第
九
条
の
三
第
一
項
第

退
職
日
給
料
月
額
に
、

退
職
日
給
料
月
額
及
び
退
職
日
給
料
月
額
に
そ

二
号

の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
の
属
す
る
会
計

年
度
の
末
日
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数

一
年
に
つ
き
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合

計
額
に
、

第
九
条
の
三
第
一
項
第

前
号
に
掲
げ
る
額

そ
の
者
が
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
係
る
減
額

二
号
ロ

日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し

た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も
の

と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期

間
及
び
特
定
減
額
前
給
料
月
額
を
基
礎
と
し

て
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り

計
算
し
た
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
相
当

す
る
額

第
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
給
料
月
額
の
減
額
改
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
の
退
職
手
当

の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

第
九
条
の
三

退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
に
、
給
料
月
額
の
減
額
改
定
（
給
料
月
額
の
改
定
を
す



る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
条
例
に
よ
る
改
定
に
よ
り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た

給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
理
由
に
よ
り
そ
の
者
の
給
料
月
額
が

減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
理
由
が
生
じ
た
日
（
以
下
「
減
額
日
」
と
い
う
。
）

に
お
け
る
当
該
理
由
に
よ
り
減
額
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
う
ち
最

も
多
い
も
の
（
以
下
「
特
定
減
額
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
、
退
職
日
給
料
月
額
よ
り
も
多
い
と

き
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

そ
の
者
が
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
係
る
減
額
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た

理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及
び

特
定
減
額
前
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
場
合

の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
相
当
す
る
額

二

退
職
日
給
料
月
額
に
、
イ
に
掲
げ
る
割
合
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額

イ

そ
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
が
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

退
職
手
当
の
基
本
額
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
退
職
手
当
の
基
本
額
の
退
職
日
給

料
月
額
に
対
す
る
割
合

ロ

前
号
に
掲
げ
る
額
の
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合

２

前
項
の
基
礎
在
職
期
間
と
は
、
そ
の
者
に
係
る
退
職
（
一
般
の
退
職
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
退
職
に
限
る
。
）
の
日
以
前
の
期
間
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
い
う
。

一

職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間



二

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
含
む
も
の
と
さ
れ
た
在
職
期

間
又
は
引
き
続
く
も
の
と
み
な
さ
れ
た
在
職
期
間

第
十
条
の
見
出
し
中
「
退
職
手
当
」
を
「
一
般
の
退
職
手
当
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
第
八
条
第
一

項
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
三
」
に
、
「
退
職
手
当
」
を
「
一
般
の
退
職
手
当
」
に
改

め
る
。

第
十
一
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
給
料
の
調
整
額
等
の
支
給
を
受
け
た
者
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）
」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
に
お
い
て
調
整
額
」
を
「
ま
で
の
規
定
に
お
い
て
給
料
の
調
整
額
」
に
、

「
退
職
手
当
の
額
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本
額
」
に
、
「
調
整
額
の
額
」
を
「
給
料
の
調
整
額
の
額
」
に
、

「
に
調
整
額
」
を
「
に
給
料
の
調
整
額
」
に
、
「
調
整
額
を
」
を
「
給
料
の
調
整
額
を
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
に
お
い
て
」
を
「
ま
で
の
規
定
に
お
い
て
」
に
、
「
退
職
手
当
の
額
」
を
「
退
職
手
当
の
基

本
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
勤
続
期
間
」
を
「
在
職
期
間
」
に
、
「
調
整
額
及
び
教
職
調
整
額
」

を
「
給
料
の
調
整
額
及
び
教
職
調
整
額
」
に
、
「
調
整
額
等
」
を
「
給
料
の
調
整
額
等
」
に
改
め
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
退
職
手
当
の
調
整
額
）

第
十
一
条
の
三

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
調
整
額
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
次
項
の
規
定
に

よ
り
付
与
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
の
う
ち
、
評
価
期
間
に
お
け
る
も
の
を
合
計
し
た
も
の
に
第
五
項
に
定
め

る
退
職
手
当
の
調
整
額
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
、
当
該
職
員
が
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
当

該
各
号
に
定
め
る
数
（
以
下
「
ポ
イ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
を
会
計
年
度
ご
と
に
確
定
し
、
こ
れ
を
付
与

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
、
同



法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
停
職
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
（
以
下
「
育
児
休
業
」
と
い
う
。
）
、
教
育
公

務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
修
学
休
業

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
理
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
る
月

（
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
日
の
あ
つ
た
月
を
除
く
。
以
下
「
休
職
月
等
」
と
い

う
。
）
が
あ
る
場
合
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
調
整
を
行
う
。

一

第
一
号
区
分

二
百
四
十

二

第
二
号
区
分

百
九
十

三

第
三
号
区
分

百
四
十

四

第
四
号
区
分

九
十

五

第
五
号
区
分

七
十

六

第
六
号
区
分

六
十

七

第
七
号
区
分

五
十

八

第
八
号
区
分

零

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
は
、
職
務
の
級
そ
の
他
職
員
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の

度
に
関
す
る
事
項
を
考
慮
し
て
、
規
則
で
定
め
る
。

４

第
一
項
の
評
価
期
間
と
は
、
退
職
（
退
職
手
当
の
基
本
額
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
退
職
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
（
第
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
基

礎
在
職
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
退
職
を
し
た
日
の
属
す
る
会
計
年
度
を
含
む
二
十
年



度
間
（
退
職
を
し
た
日
が
当
該
退
職
を
し
た
会
計
年
度
の
初
日
か
ら
二
月
末
日
ま
で
で
あ
る
場
合
は
二

十
一
年
度
間
）
を
い
う
。

５

退
職
手
当
の
調
整
額
の
単
価
は
、
千
円
と
す
る
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
退
職
手
当
の
調
整
額
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
任
命
権
者
が
定
め

る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
退
職
手
当
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本
額
」
に
、
「
職
員
と
し
て
」
を
「
職
員
と

し
て
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
次
条
各
号
」
を
「
次
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
う
ち
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
、
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
停
職
、

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
育
児
休
業
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
大
学
院
修
学
休
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
理
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

期
間
の
あ
る
月
（
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
日
の
あ
つ
た
月
を
除
く
。
）
」
を
「
う
ち
に

休
職
月
等
」
に
改
め
、
「
二
分
の
一
」
の
下
に
「
（
育
児
休
業
に
係
る
子
が
一
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る

月
ま
で
の
期
間
に
限
り
三
分
の
一
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
た
だ
し
書
中
「
退
職
手
当
」
を
「
退
職
手

当
の
基
本
額
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職

手
当
の
基
本
額
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

一
般
の
退
職
手
当
の
う
ち
、
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
調
整
額
に
相
当

す
る
部
分
は
、
退
職
手
当
の
基
本
額
が
支
給
さ
れ
な
い
者
に
は
支
給
し
な
い
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
に
定
め
ら
れ
た
退
職
手
当
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
退
職
手
当
」
に
、



「
退
職
手
当
の
額
）
」
を
「
一
般
の
退
職
手
当
の
額
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
退
職
手
当
を
」
を

「
一
般
の
退
職
手
当
を
」
に
、
「
、
前
項
後
段
」
を
「
、
同
項
後
段
」
に
、
「
退
職
手
当
の
額
か
ら
」
を

「
一
般
の
退
職
手
当
の
額
か
ら
」
に
、
「
に
お
い
て
前
項
後
段
」
を
「
に
お
い
て
、
同
項
後
段
」
に
、

「
退
職
手
当
の
額
が
」
を
「
一
般
の
退
職
手
当
の
額
が
」
に
、
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
以

下
」
を
「
同
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
以
下
」
に
、
「
退
職
手
当
は
」
を
「
一
般
の
退
職
手
当

は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
在
職
期
間
（
そ
の
退
職
手
当
の
支
給
の
基
礎
と
な
る
期
間
を
い
う
。
次

条
及
び
第
十
六
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
基
礎
在
職
期
間
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
在
職
期
間
」
を
「
基
礎
在
職

期
間
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
た
だ
し
書
中
「
勤
続
期
間
」
を
「
在
職
期
間
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
退
職
手
当
」
を
「
一
般
の
退
職
手
当
」
に
、
「
第
十
一
条
の
二
」
を
「
第
十
一
条
の

三
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
中
「
条
例
」
を
「
こ
の
条
例
」
に
、
「
退
職
手
当
の
額
は
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本
額

は
」
に
、
「
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
」
を
「
退
職
日
給
料
月
額
」
に
改
め
、
同
項
た
だ

し
書
中
「
算
入
し
な
い
」
を
「
通
算
し
な
い
」
に
、
「
退
職
手
当
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本
額
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
の
退
職
手
当
」
を
「
の
退
職
手
当
の
基
本
額
」
に
、
「
退
職
手
当
の
額
の
当
該
給
料
月

額
」
を
「
退
職
手
当
の
基
本
額
の
当
該
退
職
日
給
料
月
額
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
退
職
手
当
」
を

「
退
職
手
当
の
基
本
額
そ
の
他
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
項
中
「
調
整
額
」
を
「
給
料
の
調
整
額
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
四
項
と
す
る
。

附
則
中
第
十
二
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
項



の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

前
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
た
者
の
第
十
一
条
の
三
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
通
算
対
象
期
間
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
礎
在
職
期
間
に
含
ま
な
い
も
の
と

す
る
。附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
杉
並
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い

う
。
）
第
四
条
の
三
（
退
職
手
当
の
調
整
額
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
三
条

第
二
項
、
附
則
第
五
項
（
退
職
手
当
の
調
整
額
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
七
項
の
規
定
は
、

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
の
退
職
に
係
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

職
員
が
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
退
職
す
る
場
合
に
お
け
る
新
条
例
第
五
条
、
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
の
二

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
五
条
第
一
項

に
、
そ
の

を
千
分
の
九
百
九
十
一
で
除
し
て
得
た
額
（
百

円
未
満
の
端
数
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）

に
、
そ
の

第
五
条
第
二
項
、
第
七

退
職
日
給
料
月
額

退
職
日
給
料
月
額
を
千
分
の
九
百
九
十
一
で
除

条
及
び
第
八
条
第
一
項

し
て
得
た
額
（
百
円
未
満
の
端
数
は
こ
れ
を
切



り
捨
て
る
。
）

第
九
条
の
二
の
表
第
七

退
職
日
給
料
月
額
及
び

退
職
日
給
料
月
額
を
千
分
の
九
百
九
十
一
で
除

条
及
び
第
八
条
第
一
項

退
職
日
給
料
月
額

し
て
得
た
額
（
百
円
未
満
の
端
数
は
こ
れ
を
切

の
項

り
捨
て
る
。
）
及
び
退
職
日
給
料
月
額
を
千
分

の
九
百
九
十
一
で
除
し
て
得
た
額
（
百
円
未
満

の
端
数
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）

４

平
成
十
九
年
四
月
一
日
に
在
職
す
る
職
員
に
は
、
昭
和
六
十
二
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
の
そ

の
職
員
の
在
職
期
間
に
応
じ
て
、
新
条
例
第
十
一
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
た
な
ら
ば
付
与
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
を
同
日
に
付
与
す
る
。

５

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
退
職
す
る
者
（
新
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）
の
新
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
計
し
た
ポ
イ
ン
ト
（
以
下
「
合
計
ポ
イ
ン

ト
」
と
い
う
。
）
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
が
退
職
し
た
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
（
新
条
例
第
九
条
の
三
第
二
項

に
規
定
す
る
基
礎
在
職
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
ポ
イ
ン
ト
に
達
し
な
い

と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
ポ
イ
ン
ト
を
そ
の
者
の
合
計
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
。

基

礎

在

職

期

間

会

計

十
八
年
未

十
八
年
以

二
十
年
以

二
十
二
年

二
十
四
年

二
十
六
年

二
十
八
年

年

度

満

上
二
十
年

上
二
十
二

以
上
二
十

以
上
二
十

以
上
二
十

以
上

未
満

年
未
満

四
年
未
満

六
年
未
満

八
年
未
満

平
成
十

零

五
百

六
百

七
百

八
百

九
百

千



九
年
度

平
成
二

零

四
百

四
百
八
十

五
百
六
十

六
百
四
十

七
百
二
十

八
百

十
年
度

平
成
二

零

三
百

三
百
六
十

四
百
二
十

四
百
八
十

五
百
四
十

六
百

十
一
年

度平
成
二

零

二
百

二
百
四
十

二
百
八
十

三
百
二
十

三
百
六
十

四
百

十
二
年

度平
成
二

零

百

百
二
十

百
四
十

百
六
十

百
八
十

二
百

十
三
年

度
６

新
条
例
第
十
一
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
の
調
整
額
の
単
価
は
、
そ
の
者
が
退
職
し
た

日
に
お
け
る
杉
並
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
杉
並
区
条
例
第
九
号
）
附
則
第
十
二

項
及
び
杉
並
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
杉
並
区
条
例
第
十
八
号
）
附

則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
割
合
で
あ
る
場
合
は
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

百
分
の
十
三

百
八
十
円

百
分
の
十
四

三
百
六
十
円



百
分
の
十
五

五
百
二
十
円

百
分
の
十
六

六
百
八
十
円

百
分
の
十
七

八
百
六
十
円

７

基
礎
在
職
期
間
の
初
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
者
の
新
条
例
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
基
礎
在
職
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
基
礎
在
職
期
間
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
以

後
の
期
間
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

８

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

規
則
で
定
め
る
。

（
提
案
理
由
）

退
職
手
当
の
算
出
方
法
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。



- 1 -

杉
並
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

新

条

例

旧

条

例

（
退
職
手
当
の
支
給
）

（
退
職
手
当
の
支
給
）

第
三
条

略

第
三
条

略

２

第
四
条
の
三

の
規
定
に
よ

２

第
五
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
に
よ

る
退
職
手
当
（
以
下
「
一
般
の
退
職
手
当
」
と
い

る
退
職
手
当
（
以
下
「
一
般
の
退
職
手
当
」
と
い

う
。
）
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

う
。
）
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

は
、
職
員
が
退
職
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以

は
、
職
員
が
退
職
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以

内
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死

内
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
死

亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
支

亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
支

給
を
受
け
る
べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な

給
を
受
け
る
べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ

い
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

（
一
般
の
退
職
手
当
）

第
四
条
の
三

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の

額
は
、
次
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
基
本
額
に
、
第
十
一

資 料 １



- 2 -

条
の
三
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
調

整
額
を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
。

（
普
通
退
職
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

（
普
通
退
職
の
場
合
の
退
職
手
当
）

第
五
条

第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
又
は
第

第
五
条

第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
又
は
第

十
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
退

十
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
退

職
し
た
者
に
対
し
て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
基
本

職
し
た
者
に
対
し
て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
額

額
は
、
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額

は
、
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額

（
杉
並
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の

（
杉
並
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の

規
定
に
基
づ
く
給
料
の
調
整
額
（
以
下
「
給
料

規
定
に
基
づ
く
給
料
の
調
整
額
（
以
下
「
調
整

の
調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
退
職

額
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ

日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
者
の
勤
続

。
）
に
、
そ
の
者
の
勤
続

期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲

期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
〜
六

略

一
〜
六

略

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
が
、
退
職

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
が
、
そ
の

日
給
料
月
額

に
五
十
を
乗

者
の
退
職
の
日
に
お
け
る
給
料
月
額
に
五
十
を
乗

じ
て
得
た
額
を
超
え
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に

じ
て
得
た
額
を
超
え
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

乗
じ
て

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
給
料
月
額
に
五
十
を
乗
じ
て

得
た
額
を
も
つ
て
そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
る
退

得
た
額
を
も
つ
て
そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
る
退
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資 料 １

職
手
当
の
基
本
額
と
す
る
。

職
手
当
の
額

と
す
る
。

（
定
年
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

（
定
年
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
）

第
七
条

定
年
に
達
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者

第
七
条

定
年
に
達
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者

（
定
年
に
達
し
た
者
で
、
杉
並
区
職
員
の
定
年
等

（
定
年
に
達
し
た
者
で
、
杉
並
区
職
員
の
定
年
等

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
杉
並
区
条
例
第

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
杉
並
区
条
例
第

四
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し

四
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し

た
後
退
職
し
た
者
を
含
む
。
）
、
こ
れ
に
準
ず
る

た
後
退
職
し
た
者
を
含
む
。
）
、
こ
れ
に
準
ず
る

理
由
そ
の
他
そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き

理
由
そ
の
他
そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き

続
い
て
勤
務
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ

続
い
て
勤
務
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ

り
退
職
し
た
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
、
規
則
で

り
退
職
し
た
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
、
規
則
で

定
め
る
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
者
、
通
勤
に
よ
る

定
め
る
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
者
、
通
勤
に
よ
る

災
害
に
よ
り
退
職
し
た
者
又
は
死
亡
に
よ
り
退
職

災
害
に
よ
り
退
職
し
た
者
又
は
死
亡
に
よ
り
退
職

し
た
者
に
対
し
て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額

し
た
者
に
対
し
て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
額

は
、
退
職
日
給
料
月
額

は
、
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額

に
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し

に
、
そ
の
者
の
勤
続
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し

て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

の
合
計
額
と
す
る
。

の
合
計
額
と
す
る
。

一
〜
五

略

一
〜
五

略

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
が
、
退
職

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
が
、
そ
の
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日
給
料
月
額

に
五
十
九
・

者
の
退
職
の
日
に
お
け
る
給
料
月
額
に
五
十
九
・

二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
場
合
は
、
同
項
の

二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
場
合
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
給
料
月
額
に
五
十
九

乗
じ
て
得
た
額
を
も
つ
て
そ
の
者
に
対
し

・
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
も
つ
て
そ
の
者
に
対
し

て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
と
す
る
。

て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
額

と
す
る
。

（
整
理
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

（
整
理
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
）

第
八
条

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四

第
八
条

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四

号
の
規
定
に
該
当
す
る
理
由
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

号
の
規
定
に
該
当
す
る
理
由
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

理
由
に
よ
り
、
任
命
権
者
が
あ
ら
か
じ
め
区
長
と

理
由
に
よ
り
、
任
命
権
者
が
あ
ら
か
じ
め
区
長
と

協
議
し
て
定
め
た
計
画
に
基
づ
き
、
勧
奨
を
受

協
議
し
て
定
め
た
計
画
に
基
づ
き
、
勧
奨
を
受

け
、
又
は
そ
の
意
に
反
し
て
退
職
し
た
者
及
び
公

け
又
は
そ
の

意
に
反
し
て
退
職
し
た
者
及
び
公

務
上
の
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
に
対

務
上
の
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
に
対

し
て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
退
職
日

し
て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
額

は
、
退
職
の

給
料
月
額

に
、
そ
の
者
の

日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
に
、
そ
の
者
の

勤
続
期
間
を
前
条
第
一
項
各
号
に
区
分
し
て
、
当

勤
続
期
間
を
前
条
第
一
項
各
号
に
区
分
し
て
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計

該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計

額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
者
で
次
の
各
号
に
該
当
す
る

２

前
項
に
規
定
す
る
者
で
次
の
各
号
に
該
当
す
る

も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
が
、
退
職
の

も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額

が
、
退
職
の
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資 料 １

日
に
お
け
る
そ
の
者
の
基
本
給
月
額
に
当
該
各
号

日
に
お
け
る
そ
の
者
の
基
本
給
月
額
に
当
該
各
号

に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
と

に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
満
た
な
い
と

き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
乗
じ

き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
乗
じ

て
得
た
額
を
も
つ
て
そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
る

て
得
た
額
を
も
つ
て
そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
る

退
職
手
当
の
基
本
額
と
す
る
。

退
職
手
当
の
額

と
す
る
。

一
〜
四

略

一
〜
四

略

３
及
び
４

略

３
及
び
４

略

５

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
退
職
手
当

５

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
退
職
手
当

の
基
本
額
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
額

の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本

（
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当

額
に
係
る
特
例
）

に
係
る
特
例
）

第
九
条
の
二

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

第
九
条
の
二

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る

者
（
規
則
で
定
め
る
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
者
及

者
（
規
則
で
定
め
る
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
者
及

び
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
通
勤
に
よ
る
災
害

び
死
亡
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
通
勤
に
よ
る
災
害

に
よ
り
死
亡
し
た
者
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
又

に
よ
り
死
亡
し
た
者
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
又

は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
の
う

は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
の
う

ち
、
定
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
初

ち
、
定
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
初

日
前
に
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
勤
続
期
間

日
前
に
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
勤
続
期
間

が
二
十
五
年
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
退
職
の
日
の

が
二
十
五
年
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
退
職
の
日
の
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属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
の
年
齢
が
そ
の
者
に
係

属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
の
年
齢
が
そ
の
者
に
係

る
定
年
か
ら
十
年
を
減
じ
た
年
齢
以
上
で
あ
る
も

る
定
年
か
ら
十
年
を
減
じ
た
年
齢
以
上
で
あ
る
も

の
に
対
す
る
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
次

の
に
対
す
る
第
七
条
並
び
に
第
八
条
第
一
項
及
び

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に

第
五
項

の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
給
料
月
額
」
と

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
及
び
当
該
給
料
月
額
に

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の

そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
の
属
す
る
会
計

年
度
の
末
日
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一

年
に
つ
き
百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計

と
す
る
。

額
」
と
す
る
。

読
み
替
え

読
み
替
え
ら

読
み
替
え
る
字
句

る
規
定

れ
る
字
句

第
七
条
及

退
職
日
給
料

退
職
日
給
料
月
額
及
び
退
職

び
第
八
条

月
額

日
給
料
月
額
に
そ
の
者
に
係

第
一
項

る
定
年
と
退
職
の
日
の
属
す

る
会
計
年
度
の
末
日
の
年
齢

と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一

年
に
つ
き
百
分
の
二
を
乗
じ

て
得
た
額
の
合
計
額

第
九
条
の

及
び
特
定
減

並
び
に
特
定
減
額
前
給
料
月

三
第
一
項

額
前
給
料
月

額
及
び
特
定
減
額
前
給
料
月
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資 料 １

第
一
号

額

額
に
そ
の
者
に
係
る
定
年
と

退
職
の
日
の
属
す
る
会
計
年

度
の
末
日
の
年
齢
と
の
差
に

相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ
き

百
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

の
合
計
額

第
九
条
の

退
職
日
給
料

退
職
日
給
料
月
額
及
び
退
職

三
第
一
項

月
額
に
、

日
給
料
月
額
に
そ
の
者
に
係

第
二
号

る
定
年
と
退
職
の
日
の
属
す

る
会
計
年
度
の
末
日
の
年
齢

と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一

年
に
つ
き
百
分
の
二
を
乗
じ

て
得
た
額
の
合
計
額
に
、

第
九
条
の

前
号
に
掲
げ

そ
の
者
が
特
定
減
額
前
給
料

三
第
一
項

る
額

月
額
に
係
る
減
額
日
の
う
ち

第
二
号
ロ

最
も
遅
い
日
の
前
日
に
現
に

退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理

由
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
と

し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日

ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
特
定

減
額
前
給
料
月
額
を
基
礎
と

し
て
、
第
五
条
か
ら
第
八
条

ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

た
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本

額
に
相
当
す
る
額
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（
給
料
月
額
の
減
額
改
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
給
料

月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
の
退
職
手
当

の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

第
九
条
の
三

退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
中

に
、
給
料
月
額
の
減
額
改
定
（
給
料
月
額
の
改
定

を
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
条
例
に
よ
る
改
定
に
よ
り
当
該
改
定
前
に
受
け

て
い
た
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
以
外
の
理
由
に
よ
り
そ
の
者
の
給

料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
理
由
が
生
じ
た
日
（
以
下
「
減
額
日
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
理
由
に
よ
り
減
額
さ

れ
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
そ
の
者
の
給
料

月
額
の
う
ち
最
も
多
い
も
の
（
以
下
「
特
定
減
額

前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
、
退
職
日
給
料
月

額
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
退
職

手
当
の
基
本
額
は
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

と
す
る
。
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資 料 １

一

そ
の
者
が
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
係
る
減

額
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
の
前
日
に
現
に
退
職

し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も

の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続

期
間
及
び
特
定
減
額
前
給
料
月
額
を
基
礎
と
し

て
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り

計
算
し
た
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
相
当

す
る
額

二

退
職
日
給
料
月
額
に
、
イ
に
掲
げ
る
割
合
か

ら
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額

イ

そ
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
が

第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計

算
し
た
退
職
手
当
の
基
本
額
で
あ
る
も
の
と

し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
退
職
手
当
の
基
本

額
の
退
職
日
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合

ロ

前
号
に
掲
げ
る
額
の
特
定
減
額
前
給
料
月

額
に
対
す
る
割
合

２

前
項
の
基
礎
在
職
期
間
と
は
、
そ
の
者
に
係
る
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退
職
（
一
般
の
退
職
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
退
職
に
限
る
。
）
の
日
以
前
の
期
間
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
い
う
。

一

職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

二

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
の
引

き
続
い
た
在
職
期
間
に
含
む
も
の
と
さ
れ
た
在

職
期
間
又
は
引
き
続
く
も
の
と
み
な
さ
れ
た
在

職
期
間

（
非
違
に
よ
り
勧
奨
を
受
け
て
退
職
し
た
者
に
対
す

（
非
違
に
よ
り
勧
奨
を
受
け
て
退
職
し
た
者
に
対
す

る
一
般
の
退
職
手
当
）

る
退
職
手
当

）

第
十
条

第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八

第
十
条

第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
又
は
第

条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ

八
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
職
員
が
非
違
に
よ
り
勧
奨
を
受
け
て
退
職

ら
ず
、
職
員
が
非
違
に
よ
り
勧
奨
を
受
け
て
退
職

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
非
違
の
程
度
に
応
じ

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
非
違
の
程
度
に
応
じ

て
、
任
命
権
者
が
区
長
と
協
議
の
上
、
一
般
の
退

て
、
任
命
権
者
が
区
長
と
協
議
の
上
、
退
職
手
当

職
手
当
を
支
給
せ
ず
、
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ

を
支
給
せ
ず
、
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ

り
計
算
し
た
額
か
ら
一
部
を
減
額
し
た
額
を
も
つ

り
計
算
し
た
額
か
ら
一
部
を
減
額
し
た
額
を
も
つ

て
そ
の
者
の
一
般
の
退
職
手
当
の
額
と
す
る
。

て
そ
の
者
の
退
職
手
当

の
額
と
す
る
。

（
給
料
の
調
整
額
等
の
支
給
を
受
け
た
者
の
退
職
手

（
調
整
額
の
支
給
を
受
け
た
者
の
退
職
手
当
）
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資 料 １

当
の
基
本
額
）

第
十
一
条
の
二

第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定

第
十
一
条
の
二

第
五
条
か
ら
第
八
条
に
お
い
て
調

に
お
い
て
給
料
の
調
整
額
の
支
給
を
受
け
た
者
が

整
額

の
支
給
を
受
け
た
者
が

退
職
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
る

退
職
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
る

退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま

退
職
手
当
の
額

は
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま

で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
、
退
職
の

で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
、
退
職
の

日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
の
調
整
額
の
額
（
退

日
に
お
け
る
そ
の
者
の
調
整
額
の
額

（
退

職
の
日
に
給
料
の
調
整
額
の
支
給
を
受
け
て
い
な

職
の
日
に
調
整
額

の
支
給
を
受
け
て
い
な

い
者
に
つ
い
て
は
、
退
職
の
日
の
直
近
の
時
期
に

い
者
に
つ
い
て
は
、
退
職
の
日
の
直
近
の
時
期
に

受
け
て
い
た
給
料
の
調
整
額
の
額
に
相
当
す
る
規

受
け
て
い
た
調
整
額
の
額

に
相
当
す
る
規

則
で
定
め
る
額
）
と
、
そ
の
者
が
最
も
長
期
間
に

則
で
定
め
る
額
）
と
、
そ
の
者
が
最
も
長
期
間
に

わ
た
り
支
給
を
受
け
て
い
た
給
料
の
調
整
額
の
額

わ
た
り
支
給
を
受
け
て
い
た
調
整
額
の
額

に
相
当
す
る
規
則
で
定
め
る
額
と
の
い
ず
れ
か
多

に
相
当
す
る
規
則
で
定
め
る
額
と
の
い
ず
れ
か
多

い
額
の
も
の
に
、
給
料
の
調
整
額
を
受
け
て
い
た

い
額
の
も
の
に
、
調
整
額
を

受
け
て
い
た

期
間
を
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
勤
続
期
間
と

期
間
を
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
勤
続
期
間
と

み
な
し
て
得
た
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

み
な
し
て
得
た
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

え
た
額
と
す
る
。

え
た
額
と
す
る
。

２

第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
お
い
て
退

２

第
五
条
か
ら
第
八
条
に
お
い
て

退

職
時
に
杉
並
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関

職
時
に
杉
並
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
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す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
杉

す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
杉

並
区
条
例
第
十
九
号
）
第
三
条
の
教
職
調
整
額
の

並
区
条
例
第
十
九
号
）
第
三
条
の
教
職
調
整
額
の

適
用
の
あ
る
者
の
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
第
五

適
用
の
あ
る
者
の
退
職
手
当
の
額

は
、
第
五

条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
又
は
前
項
の
規
定
に

条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
、
退
職
時
に
受
け
て
い

よ
り
計
算
し
て
得
た
額
に
、
退
職
時
に
受
け
て
い

た
教
職
調
整
額
の
額
に
教
職
調
整
額
を
受
け
て
い

た
教
職
調
整
額
の
額
に
教
職
調
整
額
を
受
け
て
い

た
期
間
を
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
勤
続
期
間

た
期
間
を
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
勤
続
期
間

と
み
な
し
て
得
た
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

と
み
な
し
て
得
た
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
え
た
額
と
す
る
。

加
え
た
額
と
す
る
。

３

第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
在
職
期
間
が

３

第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
勤
続
期
間
が

通
算
さ
れ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
東
京
都
、

通
算
さ
れ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
東
京
都
、

他
の
特
別
区
及
び
特
別
区
の
一
部
事
務
組
合
の
職

他
の
特
別
区
及
び
特
別
区
の
一
部
事
務
組
合
の
職

員
の
当
該
期
間
内
に
当
該
東
京
都
、
他
の
特
別
区

員
の
当
該
期
間
内
に
当
該
東
京
都
、
他
の
特
別
区

及
び
特
別
区
の
一
部
事
務
組
合
の
条
例
等
に
よ

及
び
特
別
区
の
一
部
事
務
組
合
の
条
例
等
に
よ

り
、
前
二
項
の
給
料
の
調
整
額
及
び
教
職
調
整
額

り
、
前
二
項
の
調
整
額
及
び
教
職
調
整
額

（
以
下
「
給
料
の
調
整
額
等
」
と
い
う
。
）
と
同

（
以
下
「
調
整
額
等

」
と
い
う
。
）
と
同

様
の
も
の
を
受
け
て
い
た
期
間
が
あ
る
者
の
当
該

様
の
も
の
を
受
け
て
い
た
期
間
が
あ
る
者
の
当
該

期
間
及
び
当
該
額
は
前
二
項
の
給
料
の
調
整
額
等

期
間
及
び
当
該
額
は
前
二
項
の
調
整
額
等

を
受
け
て
い
た
期
間
及
び
額
と
み
な
す
。

を
受
け
て
い
た
期
間
及
び
額
と
み
な
す
。
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資 料 １

（
退
職
手
当
の
調
整
額
）

第
十
一
条
の
三

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当

の
調
整
額
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
次
項
の
規
定

に
よ
り
付
与
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
の
う
ち
、
評
価
期

間
に
お
け
る
も
の
を
合
計
し
た
も
の
に
第
五
項
に

定
め
る
退
職
手
当
の
調
整
額
の
単
価
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

２

任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
、
当
該
職
員
が
属

す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て

当
該
各
号
に
定
め
る
数
（
以
下
「
ポ
イ
ン
ト
」
と

い
う
。
）
を
会
計
年
度
ご
と
に
確
定
し
、
こ
れ
を

付
与
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員

に
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る

休
職
、
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
停
職
、

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
育
児
休
業
（
以
下
「
育
児
休
業
」
と
い

う
。
）
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
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る
大
学
院
修
学
休
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
理

由
に
よ
り
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
期
間
の
あ
る
月
（
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
要
す
る
日
の
あ
つ
た
月
を
除
く
。
以
下

「
休
職
月
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
そ
の
他

規
則
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
ポ
イ

ン
ト
に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

必
要
な
調
整
を
行
う
。

一

第
一
号
区
分

二
百
四
十

二

第
二
号
区
分

百
九
十

三

第
三
号
区
分

百
四
十

四

第
四
号
区
分

九
十

五

第
五
号
区
分

七
十

六

第
六
号
区
分

六
十

七

第
七
号
区
分

五
十

八

第
八
号
区
分

零

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
は
、
職
務
の

級
そ
の
他
職
員
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任

の
度
に
関
す
る
事
項
を
考
慮
し
て
、
規
則
で
定
め
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資 料 １

る
。

４

第
一
項
の
評
価
期
間
と
は
、
退
職
（
退
職
手
当

の
基
本
額
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
退
職
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
者

の
基
礎
在
職
期
間
（
第
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定

す
る
基
礎
在
職
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

う
ち
、
退
職
を
し
た
日
の
属
す
る
会
計
年
度
を
含

む
二
十
年
度
間
（
退
職
を
し
た
日
が
当
該
退
職
を

し
た
会
計
年
度
の
初
日
か
ら
二
月
末
日
ま
で
で
あ

る
場
合
は
二
十
一
年
度
間
）
を
い
う
。

５

退
職
手
当
の
調
整
額
の
単
価
は
、
千
円
と
す

る
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
退
職
手
当
の

調
整
額
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
任
命
権
者
が
定

め
る
。

（
勤
続
期
間
の
計
算
）

（
勤
続
期
間
の
計
算
）

第
十
二
条

退
職
手
当
の
基
本
額
の
算
定
の
基
礎
と

第
十
二
条

退
職
手
当

の
算
定
の
基
礎
と

な
る
期
間
の
計
算
は
、
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い

な
る
期
間
の
計
算
は
、
職
員
と
し
て

引
き
続
い

た
在
職
期
間
に
よ
る
。

た
在
職
期
間
に
よ
る
。
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２

略

２

略

３

職
員
が
退
職
し
た
場
合
（
次
条
第
一
項
各
号
の

３

職
員
が
退
職
し
た
場
合
（
次
条
各
号

の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い

て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び

て
、
そ
の
者
が
退
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
に
再
び

職
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る

職
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る

在
職
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
い
て
在

在
職
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
い
て
在

職
し
た
も
の
と
み
な
す
。

職
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
職
期
間
の
う
ち
に
休

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
職
期
間
の
う
ち
、
地

職
月
等

方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
、

同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
停
職
、
地
方
公

務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

育
児
休
業
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
大
学
院
修
学
休
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

理
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
期
間
の
あ
る
月
（
現
実
に
職
務
に
従
事
す

が

る
こ
と
を
要
す
る
日
の
あ
つ
た
月
を
除
く
。
）
が

一
月
以
上
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
月
数
の
二
分
の

一
月
以
上
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
月
数
の
二
分
の
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資 料 １

一
（
育
児
休
業
に
係
る
子
が
一
歳
に
達
し
た
日
の

一

属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
限
り
三
分
の
一
）
に
相

に
相

当
す
る
月
数
（
地
方
公
務
員
法
第
五
十
五
条
の
二

当
す
る
月
数
（
地
方
公
務
員
法
第
五
十
五
条
の
二

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
理
由
又
は
こ
れ
に

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
理
由
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
理
由
に
よ
り
、
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る

準
ず
る
理
由
に
よ
り
、
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る

こ
と
を
要
し
な
か
つ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の

こ
と
を
要
し
な
か
つ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の

月
数
）
を
前
三
項
に
よ
り
計
算
し
た
在
職
期
間
か

月
数
）
を
前
三
項
に
よ
り
計
算
し
た
在
職
期
間
か

ら
除
算
す
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二

ら
除
算
す
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二

項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
た
者
に
係
る
休
職
に

項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
た
者
に
係
る
休
職
に

お
い
て
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
の
休
職
期

お
い
て
無
罪
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
の
休
職
期

間
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
第
十
四
条
の
規
定
に

間
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
第
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
休
職
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

よ
る
休
職
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

い
。

５

略

５

略

６

前
各
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
在
職
期
間
に

６

前
各
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
在
職
期
間
に

一
年
未
満
の
端
月
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
六
月
以

一
年
未
満
の
端
月
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
六
月
以

上
の
端
月
数
は
こ
れ
を
一
年
と
し
、
六
月
未
満
の

上
の
端
月
数
は
こ
れ
を
一
年
と
し
、
六
月
未
満
の

端
月
数
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
た
だ
し
、
第
七

端
月
数
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
た
だ
し
、
第
七

条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
基
本

条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
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額
を
計
算
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
一
年

を
計
算
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
一
年

と
す
る
。

と
す
る
。

７

前
項
の
規
定
は
、
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

７

前
項
の
規
定
は
、
第
八
条
第
二
項

る
退
職
手
当
の
基
本
額
又
は
第
十
五
条
の
規
定
に

又
は
第
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
退
職
手
当
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る

よ
る
退
職
手
当
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る

勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

８

略

８

略

（
退
職
手
当
の
支
給
制
限
）

（
退
職
手
当
の
支
給
制
限
）

第
十
三
条

略

第
十
三
条

略

２

一
般
の
退
職
手
当
の
う
ち
、
第
十
一
条
の
三
の

規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
調
整
額
に
相

当
す
る
部
分
は
、
退
職
手
当
の
基
本
額
が
支
給
さ

れ
な
い
者
に
は
支
給
し
な
い
。

（
刑
事
事
件
に
関
し
退
職
し
た
場
合
等
の
退
職
手
当

（
刑
事
事
件
に
関
し
退
職
し
た
場
合
等
の
退
職
手
当

の
取
扱
い
）

の
取
扱
い
）

第
十
六
条

職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
（
当
該

第
十
六
条

職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
（
当
該

起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮
以
上
の
刑
が
定

起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮
以
上
の
刑
が
定

こ

こ

め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭

め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に
規

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に
規
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資 料 １

定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項

定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項

及
び
次
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
た

及
び
次
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
判
決
の
確
定
前
に
退
職
し

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
判
決
の
確
定
前
に
退
職
し

た
と
き
は
、
一
般
の
退
職
手
当
等
は
、
支
給
し
な

た
と
き
は
、
一
般
の
退
職
手
当
等
は
、
支
給
し
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処

こ

こ

せ
ら
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ

せ
ら
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
第
十
条
に
定
め
ら
れ

る
一
般
の
退
職
手
当
の
額
（
無
罪
の
言
渡
し
を
受

た
退
職
手
当

の
額
（
無
罪
の
言
渡
し
を
受

け
た
と
き
は
本
来
受
け
る
べ
き
一
般
の
退
職
手
当

け
た
と
き
は
本
来
受
け
る
べ
き
退
職
手
当
の
額
）

の
額
）
を
支
給
す
る
。

を
支
給
す
る
。

２

前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
一
般
の
退
職
手
当
を

２

前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
を

支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定

支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
支
給
す
べ
き
一
般
の
退
職
手
当
の
額
か
ら

に
よ
り
支
給
す
べ
き
退
職
手
当
の
額
か
ら

既
に
支
給
を
受
け
た
前
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手

既
に
支
給
を
受
け
た
前
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手

当
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

当
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き

お
い
て
前
項
後
段

の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き

一
般
の
退
職
手
当
の
額
が
既
に
支
給
を
受
け
た
同

退
職
手
当
の
額
が

既
に
支
給
を
受
け
た
前

条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
以
下
で
あ
る
と

条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
以
下
で
あ
る
と

き
は
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
退
職
手

き
は
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は

当
は
、
支
給
し
な
い
。

、
支
給
し
な
い
。
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３

前
二
項
の
規
定
は
、
退
職
し
た
者
に
対
し
ま
だ

３

前
二
項
の
規
定
は
、
退
職
し
た
者
に
対
し
ま
だ

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
基
礎
在
職
期
間

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
在
職
期
間
（
そ
の
退

職
手
当
の
支
給
の
基
礎
と
な
る
期
間
を
い
う
。
次

条
及
び
第
十
六
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同

中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴

じ
。
）
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴

を
さ
れ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

を
さ
れ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
退
職
手
当
の
支
給
の
一
時
差
止
め
）

（
退
職
手
当
の
支
給
の
一
時
差
止
め
）

第
十
六
条
の
二

任
命
権
者
は
、
退
職
し
た
者
に
対

第
十
六
条
の
二

任
命
権
者
は
、
退
職
し
た
者
に
対

し
ま
だ
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
て

し
ま
だ
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
て

い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期

い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
在
職
期
間

間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の

中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の

者
が
逮
捕
さ
れ
た
と
き
又
は
そ
の
者
か
ら
聴
取
し

者
が
逮
捕
さ
れ
た
と
き
又
は
そ
の
者
か
ら
聴
取
し

た
事
項
若
し
く
は
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
に

た
事
項
若
し
く
は
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
に

基
づ
き
そ
の
者
に
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
に
至

基
づ
き
そ
の
者
に
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
に
至

つ
た
と
き
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
に
対
し
一
般
の
退

つ
た
と
き
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
に
対
し
一
般
の
退

職
手
当
等
を
支
給
す
る
こ
と
が
、
公
務
に
対
す
る

職
手
当
等
を
支
給
す
る
こ
と
が
、
公
務
に
対
す
る

信
頼
を
確
保
し
、
退
職
手
当
制
度
の
適
正
か
つ
円

信
頼
を
確
保
し
、
退
職
手
当
制
度
の
適
正
か
つ
円

滑
な
実
施
を
維
持
す
る
上
で
重
大
な
支
障
を
生
ず

滑
な
実
施
を
維
持
す
る
上
で
重
大
な
支
障
を
生
ず
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資 料 １

る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支

る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支

給
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

給
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
〜
４

略

２
〜
４

略

５

任
命
権
者
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次

５

任
命
権
者
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消

に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
該

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
該

当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
時
差
止
処
分
を
受
け

当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
時
差
止
処
分
を
受
け

た
者
が
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係

た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間

中
の
行
為
に
係

る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き

る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き

そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
一
時
差
止
処
分

そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
一
時
差
止
処
分

の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

略

一

略

二

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
基

二

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在

礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関

職
期
間

中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関

し
起
訴
を
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
者
の
退
職
の

し
起
訴
を
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
者
の
退
職
の

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
場
合

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
場
合

６
〜

略

６
〜

略

11

11
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（
退
職
手
当
の
返
納
）

（
退
職
手
当
の
返
納
）

第
十
六
条
の
三

退
職
し
た
者
に
対
し
一
般
の
退
職

第
十
六
条
の
三

退
職
し
た
者
に
対
し
一
般
の
退
職

手
当
等
の
支
給
を
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
者
が

手
当
等
の
支
給
を
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
者
が

基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関

在
職
期
間

中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関

し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の

し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の

こ

こ

支
給
を
し
た
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
う
ち
次

支
給
を
し
た
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
額
を
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

に
掲
げ
る
額
を
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に

だ
し
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た
場
合
（
受

よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た
場
合
（
受

け
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
こ
の

け
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

２
及
び
３

略

２
及
び
３

略

（
都
職
員
等
と
な
つ
た
者
の
取
扱
い
）

（
都
職
員
等
と
な
つ
た
者
の
取
扱
い
）

第
十
八
条

職
員
が
引
き
続
い
て
都
職
員
等
と
な
つ

第
十
八
条

職
員
が
引
き
続
い
て
都
職
員
等
と
な
つ

た
と
き
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
支

た
と
き
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
支

給
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
又
は
規
則

給
し
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
又
は
規
則

法
人
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。
）

法
人
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。
）

に
就
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
職
員
と

に
就
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
職
員
と
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資 料 １

し
て
の
在
職
期
間
が
、
当
該
地
方
公
共
団
体
等
の

し
て
の
勤
続
期
間
が
、
当
該
地
方
公
共
団
体
等
の

退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
を
含
む
。
）

退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
を
含
む
。
）

に
関
す
る
規
程
に
よ
り
そ
の
者
の
当
該
地
方
公
共

に
関
す
る
規
程
に
よ
り
そ
の
者
の
当
該
地
方
公
共

団
体
等
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
通
算
さ
れ

団
体
等
の
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
に
通
算
さ
れ

な
い
こ
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限

な
い
こ
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

附

則

附

則

１
〜
４

略

１
〜
４

略

５

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
退
職
し
た
者
に

５

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
退
職
し
た
者
に

対
し
て
支
給
す
る
一
般
の
退
職
手
当
の
額
は
、
第

対
し
て
支
給
す
る
退
職
手
当

の
額
は
、
第

五
条
か
ら
第
十
一
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計

五
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計

算
し
て
得
た
額
か
ら
先
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期

算
し
て
得
た
額
か
ら
先
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期

間
に
つ
い
て
支
給
を
受
け
た
一
般
の
退
職
手
当
の

間
に
つ
い
て
支
給
を
受
け
た
退
職
手
当

の

額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

６

第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
先
の
職
員
と

６

第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
先
の
職
員
と

し
て
の
在
職
期
間
及
び
都
職
員
等
と
し
て
の
在
職

し
て
の
在
職
期
間
及
び
都
職
員
等
と
し
て
の
在
職

期
間
（
以
下
「
通
算
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
に

期
間
（
以
下
「
通
算
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に

つ
い
て
、
条
例

の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に

相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
た
者
の
退
職
手
当

相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
た
者
の
退
職
手
当



- 24 -

の
基
本
額
は
、
第
五
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で

の
額
は

、
第
五
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
退
職
日
給
料
月
額

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の

に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
割
合
か
ら

者
の
給
料
月
額
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
割
合
か
ら

第
二
号
に
掲
げ
る
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ

第
二
号
に
掲
げ
る
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
通
算

て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
通
算

対
象
期
間
を
通
算
し
な
い
と
し
た
場
合
の
退
職
手

対
象
期
間
を
算
入
し
な
い
と
し
た
場
合
の
退
職
手

当
の
基
本
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
通
算
対
象
期

当

に
満
た
な
い
と
き
は
、
通
算
対
象
期

間
を
通
算
し
な
い
と
し
た
場
合
の
額
と
す
る
。

間
を
算
入
し
な
い
と
し
た
場
合
の
額
と
す
る
。

一

そ
の
者
が
第
五
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で

一

そ
の
者
が
第
五
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で

の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
退
職
手
当
の
基

の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
退
職
手
当

本
額
の
支
給
を
受
け
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る

の
支
給
を
受
け
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
退
職
手
当
の
基
本
額
の
当
該
退
職
日
給
料

当
該
退
職
手
当
の
額
の
当
該
給
料
月
額

月
額
に
対
す
る
割
合

に
対
す
る
割
合

二

そ
の
者
が
、
先
の
職
員
を
退
職
し
た
際
及
び

二

そ
の
者
が
、
先
の
職
員
を
退
職
し
た
際
及
び

都
職
員
等
を
退
職
し
た
際
に
支
給
を
受
け
た
退

都
職
員
等
を
退
職
し
た
際
に
支
給
を
受
け
た
退

職
手
当
の
基
本
額
そ
の
他
こ
の
条
例
の
規
定
に

職
手
当

よ
る
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
の
額
の
そ
の

の
額
の
そ
の

計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
給
料
月
額
に
対
す
る
割

計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
給
料
月
額
に
対
す
る
割

合

合
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資 料 １

７

前
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与

の
支
給
を
受
け
た
者
の
第
十
一
条
の
三
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
通
算
対
象
期
間
は
、
同
条
第

四
項
に
規
定
す
る
基
礎
在
職
期
間
に
含
ま
な
い
も

の
と
す
る
。

８

略

７

略

９

略

８

略

略

９

略

10

略

略

11

10

略

略

12

11

略

略

13

12

杉
並
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

杉
並
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

14

13

改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
杉
並
区
条
例
第
十

改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
杉
並
区
条
例
第
十

一
号
）
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

一
号
）
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
さ
れ
る
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員

準
用
さ
れ
る
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員

会
が
定
め
る
も
の
に
対
す
る
第
十
一
条
の
二
第
一

会
が
定
め
る
も
の
に
対
す
る
第
十
一
条
の
二
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
給
料

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
調
整

の
調
整
額
の
額
に
相
当
す
る
規
則
で
定
め
る
額
）

額

の
額
に
相
当
す
る
規
則
で
定
め
る
額
）

と
、
そ
の
者
が
最
も
長
期
間
に
わ
た
り
支
給
を
受

と
、
そ
の
者
が
最
も
長
期
間
に
わ
た
り
支
給
を
受
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け
て
い
た
給
料
の
調
整
額
の
額
に
相
当
す
る
規
則

け
て
い
た
調
整
額

の
額
に
相
当
す
る
規
則

で
定
め
る
額
と
の
い
ず
れ
か
多
い
額
の
も
の
」
と

で
定
め
る
額
と
の
い
ず
れ
か
多
い
額
の
も
の
」
と

あ
る
の
は
「
給
料
の
調
整
額
の
額
に
相
当
す
る
規

あ
る
の
は
「
調
整
額

の
額
に
相
当
す
る
規

則
で
定
め
る
額
か
ら
一
万
三
千
円
（
杉
並
区
職
員

則
で
定
め
る
額
か
ら
一
万
三
千
円
（
杉
並
区
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
九
項
に
規
定
す
る

の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
九
項
に
規
定
す
る

人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合

人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合

は
、
同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
度
に
お
い

は
、
同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
度
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
加
算

て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
加
算

し
た
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
ず
る
額
」

し
た
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
ず
る
額
」

と
い
う
。
）
を
減
じ
た
額
）
」
と
、
「
加
え
た
額

と
い
う
。
）
を
減
じ
た
額
）
」
と
、
「
加
え
た
額

と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
加
え
た
額
と
す
る
。
こ

と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
加
え
た
額
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
減
ず
る
額
が
給
料
の
調
整
額

の
場
合
に
お
い
て
、
減
ず
る
額
が
調
整
額

の
額
に
相
当
す
る
規
則
で
定
め
る
額
以
上
と
な
る

の
額
に
相
当
す
る
規
則
で
定
め
る
額
以
上
と
な
る

と
き
は
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
支

と
き
は
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
支

給
し
な
い
」
と
す
る
。

給
し
な
い
」
と
す
る
。



資 料 ２ 

退職手当制度改正の概要 
杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

項目 改 正 内 容 

１ 一般の退職手当の額の算出方法を改正する。 
[現行] 

退職日給料月額×支給率（退職理由別・勤続年数別） 
[改正] 

   退職手当の基本額（※）＋退職手当の調整額 
   ※ 退職手当の基本額は、現行の「退職日給料月額×支給率（退職理由別・

勤続年数別）」で算出する。 

 
２ 退職手当の調整額を新設する。 

退職手当の調整額は、「評価期間におけるポイントの合計点数×調整額単価」

により算出する。 
 (１) 評価期間  退職年度を含む退職前２０年度間とする。 

(２) ポイント  職務・職責に応じて１年度当たりのポイントを設定する。  
区 分 １号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 
ポイント 240 190 140 90 70 60 50 0  

(３) 単  価  1,000 円とする。ただし、地域手当の支給割合が 18％に達す

るまでは単価を減額する。 
 

 
退職手当の 

 
算出方法の 

 
改正 

 
 
 
 
 

 
３ 退職手当の基本額の算出方法の特例を設ける。 

(１) 子が１歳に達する日の属する月までの期間について、育児休業による除算

期間を現行の 1/2 から 1/3 に緩和する。 
(２) 降格等の給与改定以外の理由で給料月額が減額されたことがある場合に、

降格前の期間については減額前の給料月額に基づいて退職手当の基本額を

算出する特例を設ける。 
 

実施の時期 平成１９年１月１日 

 
経 過 措 置 １ 平成１８年度の退職者の特例を設ける。 

  現行制度の退職手当額と同程度となるよう特例を設け、調整額の支給は行わ

ないこととする。 

２ 平成１９年度以降の退職者の特例を設ける。 

  激変緩和のため、定年退職等により退職する者に限り、平成２３年度までの

特例として、在職期間別に最低保障ポイントを設ける。 

 


	議案第83号 杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例



